
平
成
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十
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年
五
月
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一
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安
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内
閣
総
理
大
臣
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人
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に
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令
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命
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が
適
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に
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よ
う
に
な
っ
た
か
否
か
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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安
倍
昭
恵
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
の
私
的
活
動
に
対
す
る
夫
人
付
職
員
の
同
行
に
際
し
、
旅
行
命
令
や
超
過
勤
務

命
令
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
否
か
に
関
す
る
質
問
主
意
書

安
倍
昭
恵
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
は
、
本
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
二
十
五
日
に
か
け
て
ウ
エ
ス
テ
ィ
ン
ナ
ゴ
ヤ
キ
ャ
ッ
ス
ル
に

て
開
催
さ
れ
た
「
国
際
ソ
ロ
プ
チ
ミ
ス
ト
ア
メ
リ
カ

日
本
中
央
リ
ジ
ョ
ン
第
三
十
一
回
リ
ジ
ョ
ン
大
会
・
表
彰
夕
食
会
・
二

〇
一
六
年
度
分
科
会
」
に
出
席
し
、
講
演
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
。

今
国
会
で
の
こ
れ
ま
で
の
委
員
会
質
疑
へ
の
答
弁
及
び
質
問
主
意
書
へ
の
答
弁
書
に
お
い
て
、
内
閣
官
房
は
、
昭
恵
夫
人
の

私
的
活
動
に
対
す
る
昭
恵
夫
人
付
職
員
の
公
務
と
し
て
の
同
行
に
関
し
て
、
今
後
は
夫
人
付
職
員
へ
の
旅
行
命
令
、
超
過
勤
務

命
令
を
適
切
に
発
令
し
て
い
く
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
質
問
す
る
。

一

上
記
の
式
典
出
席
及
び
講
演
時
に
、
夫
人
付
職
員
は
同
行
し
た
か
。

二

同
行
し
た
と
す
れ
ば
、
旅
行
命
令
、
超
過
勤
務
命
令
は
発
令
さ
れ
た
か
。

三

旅
行
命
令
が
発
令
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
夫
人
付
職
員
の
交
通
費
は
国
費
よ
り
す
で
に
出
費
さ
れ
た
、
ま
た
は
今
後
出
費
さ

れ
る
と
考
え
て
良
い
か
。
あ
わ
せ
て
、
そ
の
金
額
を
示
さ
れ
た
い
。

一



四

交
通
費
が
国
費
よ
り
出
費
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
負
担
し
た
の
は
誰
か
。

五

超
過
勤
務
命
令
が
発
令
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
超
過
勤
務
手
当
が
支
給
さ
れ
た
、
ま
た
は
今
後
支
給
さ
れ
る
と
考
え
て
良
い

か
。
ま
た
、
超
勤
代
休
時
間
は
指
定
さ
れ
た
か
。

右
質
問
す
る
。

二


